
個別減免

施設入所者（２０歳以上）

グループホーム入居者

社会福祉

法人減免

通所施設、デイサービス※１利用者

施設入所者（２０歳未満）

ホームヘルプ等利用者
（居宅介護、行動援護、外出介護）

１８年４月～９月１８年４月～９月 １８年１０月～１８年１０月～

施設入所支援利用者（２０歳以上）

特定旧法指定施設入所者（２０歳以上）※２

グループホーム・ケアホーム入居者

重度障害者等包括支援利用者
（ケアホーム入居者に限る）

通所系サービス利用者
（児童デイサービス、生活介護、自立訓練、就労移行支援、

就労継続支援）

特定旧法指定施設利用者※２

訪問系サービス利用者
（居宅介護、重度訪問介護、行動援護、重度障害者等包括

支援（共同生活介護に係るものを除く））

施設入所支援利用者（２０歳未満）

新サービス体系における利用者負担の減免措置の対象者について
（療養介護及び障害児施設関係を除く）

補足給付
施設入所者（通勤寮を除く） 施設入所支援利用者

特定旧法指定施設入所者（通勤寮を除く）※２

※１ 障害者デイサービスは、１８年１０月以降、地域生活支援事業又は通所系サービス
に移行※２ ２４年３月３１日までの経過措置

特定旧法指定施設入所者（２０歳未満）※２
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